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戸坂 忠寸計議長 これから本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

 

日程第１．諸  般  の  報  告 

戸坂 忠寸計議長 日程に入り、諸般の報告を行います。 

諸般の報告は、お手元に配布のとおりであります。 

諸般の報告を終わります。 

 

日程第２．報告第１号ないし第１６号及び議案第６７号ないし第７０号 

（ 委員長報告、質疑、討論、採決 ） 

戸坂 忠寸計議長 続いて、町長提出 報告第１号「平成２０年度志賀町一般会計補正

予算（第５号）について」ないし第１６号「志賀町一般職の給与に関

する条例の一部を改正する条例について」及び議案第６７号「志賀町

税条例の一部を改正する条例について」ないし第７０号「志賀町職員

の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について」を一括

して議題といたします。以上の各案の、委員会における審査の経過及

び結果については、委員長の報告を求めます。 

        総務常任委員長 冨澤 軒康 君。 

冨澤 軒康総務 はい、議長。 

常 任 委 員 長 総務常任委員長報告をいたします。 

平成２１年第２回の定例会において、総務常任委員会に付託されました

報告７件、議案２件について、９日委員会を開催し、町執行部及び関係職

員の出席を求めて審査いたしましたので、その経過及び結果についてご報

告申し上げます。 

まず、報告第１号「平成２０年度志賀町一般会計補正予算（第５号）に

ついて」は、事業費の確定及び精算等に伴うものが主な内容であるとの説

明を受け、採決の結果、全会一致をもって承認すべきものと決した次第で

あります。 

審議に際し委員からは、定額給付金の申請・給付状況について、また、

今後の合併特例債の運用方針や財政調整等基金の積立額、固定資産税額の
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収納及び児童福祉費負担金の減額理由についての質問があり、それぞれ担

当課長から詳細な説明を受けております。 

次に、報告第１０号「平成２０年度志賀町ケーブルテレビ事業特別会計

補正予算（第４号）について」は、事業費の確定及び精算等に伴うものが

主な内容であるとの説明を受け、採決の結果、全会一致をもって承認すべ

きものと決した次第であります。 

続きまして、報告第１１号「志賀町税条例等の一部を改正する条例につ

いて」は、地方税法の改正に伴うものであり、個人住民税における住宅

ローン特別控除や、土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の創設による改

正、また、固定資産税の評価替えに伴う対応や医療費等に供する場合の非

課税措置などを内容とした改正との説明を受け、採決の結果、全会一致を

もって承認すべきものと決しました。 

次に、報告第１３号「志賀町都市計画税条例の一部を改正する条例につ

いて」は、地方税法の改正による固定資産税の評価替えに伴う対応や医療

等に供する場合の非課税措置などを内容とした改正であるとの説明を受け、

採決の結果、全会一致をもって承認すべきものと決しました。 

続いて、報告第１４号「志賀町議会議員等の議員報酬、期末手当及び費

用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」は、厳しい経済社会

情勢や地域の実情を考慮し、志賀町議会議員に支給される平成２１年６月

期の期末手当について、支給月数を０．１５ヵ月引き下げるものであり、

採決の結果、全会一致をもって承認すべきものと決しました。 

次に、報告第１５号「志賀町常勤の特別職の職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例について」は、一般職の職員の期末手当及び勤勉手当

について暫定的な引き下げを予定しており、常勤の特別職の期末手当につ

いても、支給月数０．１５ヵ月の引き下げを実施する内容とした改正との

説明を受け、採決の結果、全会一致をもって承認すべきものと決しました。 

続いて、報告第１６号「志賀町一般職の職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例について」は、世界経済の不況により、民間の夏季一時金

が大きく減少することが予想される中で、臨時の人事院勧告に基づき、一

般職の期末手当・勤勉手当の支給月数を、それぞれ０.１５ヵ月、０.０
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５ヵ月の引き下げを実施する内容とした改正との説明を受け、採決の結果、

全会一致をもって承認すべきものと決しました。 

次に、議案第６７号「志賀町税条例の一部を改正する条例について」は、

税制改正に伴い、個人の住民税における寄附金控除の対象に、住民福祉の

増進に寄与するものを追加する内容とした改正との説明を受け、採決の結

果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

続いて、議案第７０号「志賀町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部

を改正する条例について」は、能登地域での医師不足を補うため、本町職

員の医師が他町の医療機関から派遣要請に応じて業務に従事した場合の医

師派遣手当を設ける内容とした改正との説明を受け、採決の結果、全会一

致をもって可決すべきものと決しました。 

なお、今回の付託案件ではありませんが、テレビ共同受信施設の撤去に

ついて、及び志賀町防災行政無線関連機材の撤去について、また、富来支

所１階事務所利用計画について、担当課長から詳細な説明を受けるととも

に、委員からは、安全性の観点から円滑・早急な共同受信施設の撤去につ

いての要望もありましたので、併せて申し添えいたします。 

 以上、総務常任委員長報告といたします。 

戸坂 忠寸計議長 教育民生常任委員長 南 政夫 君。 

南  政夫教育 はい、議長。 

民生常任委員長 教育民生常任委員長報告をいたします。 

今定例会において、教育民生常任委員会に付託されました、報告６件、議案

２件について、１０日委員会を開催し、町執行部及び関係職員の出席を求めて

審査いたしましたので、その経過並びに結果についてご報告申し上げます。 

 まず、報告第１号ないし第４号及び第９号につきましては、平成２０年度の一般

会計及び特別会計の補正予算であります。 

報告第１号「平成２０年度志賀町一般会計補正予算（第５号）につい

て」、報告第２号「平成２０年度志賀町国民健康保険特別会計補正予算

（第４号）について」、報告第３号「平成２０年度志賀町老人保健特別会

計補正予算（第３号）について」、報告第４号「平成２０年度志賀町後期

高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について」、報告第９号は「平成
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２０年度志賀町介護保険特別会計補正予算（第３号）について」であり、

各会計の補正内容はいずれも、事業費の確定及び精算等に伴うものとの説明

を受け、採決の結果、それぞれ全会一致をもって、承認すべきものと決した次

第であります。 

審議に際し委員からは、一般会計では、スクールバス運行委託料及び郡市

広域圏事務組合負担金の減額理由、放課後児童クラブの現状と今後の運営方

針、保育所再編計画の今後の展開、自立支援型住宅リフォーム推進事業の年

間実績、並びに父子家庭にかかる助成制度について、国民健康保険特別会計

では国民健康保険税及び納税奨励金の減額理由、特定健康診査事業、一般

被保険者移送費、第三者行為に基づく損害賠償納付金の内容について、介護

保険特別会計では保険料の減少の要因についての質問がなされ、それぞれ担

当課長から詳細な説明を受けております。 

また、委員からは保険税、保険料収入のある会計について、今後しっかりとし

た分析の上での報告、及び正確な数字での予算立てについての要望並びに

町立富来病院を利用しての一日人間ドックの助成制度への提言がありましたの

で併せて申し添え致します。 

次に、報告第１２号「志賀町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

について」は、地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の介護

納付金の課税限度額を９万円から１０万円に引き上げるものとの説明を受け、採

決の結果、全会一致をもって承認すべきものと決しました。 

次に、議案第６８号「志賀町国民健康保険条例の一部を改正する条例に

ついて」は、平成２１年１月から産科医療補償制度が創設されたことに伴

い、出産一時金の額が３５万円から３８万円に引き上げられましたが、更

に緊急の少子化対策として、平成２１年１０月１日から平成２３年３月３

１日までの間に出産した場合、その額が４万円引き上げられ、４２万円に

なるための所要の改正を行うものとの説明を受け、採決の結果、全会一致

をもって可決すべきものと決しました。 

続いて、議案第６９号「志賀町心身障害者医療費の助成に関する条例の

一部を改正する条例について」は、心身障害者医療費助成制度において高

額介護合算療養費を支給するにあたり、所要の改正を行うものであるとの
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説明を受け、採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

また、今定例会の付託案件ではありませんが、委員会の冒頭に、土田小学

校体育館改築工事の現地視察を行い、施設の状況や工事の進捗状況等に

ついて、担当課長から詳細な説明を受けております。 

その他の件として、当町における新型インフルエンザへの対応状況について、

担当課長より詳細な説明がありましたので、併せてご報告いたします。 

 以上、教育民生常任委員長報告といたします。 

戸坂 忠寸計議長 産業建設常任委員長 橘 照茂 君。 

橘  照茂産業 はい、議長。 

建設常任委員長 産業建設委員長報告をいたします。 

今定例会において、産業建設常任委員会に付託されました、報告 5 件につ

いて、１１日委員会を開催し、町執行部及び関係職員の出席を求めて審査いた

しましたので、その経過並びに結果についてご報告申し上げます。 

 まず、報告第１号及び第５号ないし第８号については、平成２０年度の一般会

計及び特別会計の補正予算であります。 

報告第１号「平成２０年度志賀町一般会計補正予算（第５号）につい

て」、報告第５号「平成２０年度志賀町農業集落排水事業特別会計補正予

算（第４号）について」、報告第６号「平成２０年度志賀町公共下水道事

業特別会計補正予算（第４号）について」、報告第７号「平成２０年度志

賀町地域し尿処理施設整備事業特別会計補正予算（第３号）について」、

報告第８号「平成２０年度志賀町簡易水道事業特別会計補正予算（第２

号）について」であり、各会計の補正内容はいずれも、事業費の確定及び精

算等に伴うものとの説明を受け、採決の結果、それぞれ全会一致をもって、承

認すべきものと決した次第であります。 

審議に際し、委員からは町道改良舗装事業費の減額理由、各特別会計の

償還金利子及び割引料の減額の理由について質問がなされ、担当課長から詳

細に説明を受けております。 

           また、その他の件としまして、付託案件ではありませんが、志賀町共通プレミア

ム付商品券の販売状況について、担当課長より詳細な説明がありましたので、

ご報告いたします。同じく、付託案件ではありませんが、町道認定要望個所とし
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て１路線の現地確認を行っております。 

以上、産業建設常任委員長報告といたします。 

戸坂 忠寸計議長 委員長の報告を終わります。 

      

（ 質  疑 ） 

戸坂 忠寸計議長 これから、委員長報告に対する質疑を許します。 

        （発言なし） 

戸坂 忠寸計議長 ご発言がありませんので、質疑なしと認めます。 

      

（ 討  論 ） 

戸坂 忠寸計議長 これから、以上の各案に対する討論に入ります。 

        （発言なし） 

戸坂 忠寸計議長 ご発言がありませんので、討論なしと認めます。 

      

（ 採  決 ） 

戸坂 忠寸計議長 これから、採決いたします。 

まず、町長提出 報告第１号「平成２０年度志賀町一般会計補正予算

（第５号）について」を採決いたします。 

本件に対する委員長の報告は、原案承認であります。 

  本件は、委員長報告のとおり決することに、賛成の諸君の起立を求め

ます。 

 （起立 １７名） 

戸坂 忠寸計議長 起立全員。 

  よって、本件は委員長報告のとおり、承認されました。 

次に、町長提出 報告第２号「平成２０年度志賀町国民健康保険特別

会計補正予算（第４号）について」ないし報告第１０号「平成２０年

度志賀町ケーブルテレビ事業特別会計補正予算（第４号）について」

を一括して採決いたします。 

以上の各件に対する委員長の報告は、原案承認であります。 

以上の各件は、委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませ
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んか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

戸坂 忠寸計議長 異議なしと認めます。 

         よって、以上の各件は、委員長報告のとおり、承認されました。 

 続いて、町長提出 報告第１１号「志賀町税条例等の一部を改正する

条例について」ないし報告第１３号「志賀町都市計画税条例の一部を改

正する条例について」を採決いたします。 

各件に対する委員長の報告は、原案承認であります。 

各件は、委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

        （異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

戸坂 忠寸計議長 異議なしと認めます。 

よって、各件は、委員長報告のとおり、承認されました。 

次に、町長提出 報告第１４号「志賀町議会議員等の議員報酬、 

期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」を

採決いたします。 

本件に対する委員長の報告は、原案承認であります。 

本件は、委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

        （異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

戸坂 忠寸計議長 異議なしと認めます。 

よって、本件は、委員長報告のとおり、承認されました。 

続いて、町長提出 報告第１５号「志賀町常勤の特別職の職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例について」及び報告第１６号「志

賀町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい

て」を一括して採決いたします。 

以上の各件に対する委員長の報告は、原案承認であります。 

以上の各件は、委員長報告のとおり決することに、ご異議ありません

か。 

       （異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

戸坂 忠寸計議長 異議なしと認めます。 

よって、以上の各件は、委員長報告のとおり、承認されました。 
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続いて、町長提出 議案第６７号「志賀町税条例の一部を改正する条

例について」を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

        （異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

戸坂 忠寸計議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は、委員長報告のとおり、可決されました。 

次に、町長提出 議案第６８号「志賀町国民健康保険条例の一部を改

正する条例について」を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

戸坂 忠寸計議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は、委員長報告のとおり、可決されました。 

続いて、町長提出 議案第６９号「志賀町心身障害者医療費の助成に

関する条例の一部を改正する条例について」を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

        （異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

戸坂 忠寸計議長 ご異議なしと認めます。 

よって、本案は、委員長報告のとおり、可決されました。 

続いて、町長提出 議案第７０号「志賀町職員の特殊勤務手当に関す

る条例の一部を改正する条例について」を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

戸坂 忠寸計議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は、委員長報告のとおり、可決されました。 

 

日程第３．石川県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 
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戸坂 忠寸計議長 次に、石川県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を議題とします。 

 当該選挙につきましては、広域連合規約第８条１項及び第２項の規定

に基づき、志賀町議会として一名、広域連合議会議員を選挙する必要が

あります。 

 直ちに選挙を行いたいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

戸坂 忠寸計議長 異議なしと認めます。 

 選挙を行うことに決定しました。 

 選挙については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名

推選によりたいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

戸坂 忠寸計議長 異議なしと認めます。 

よって、選挙の方法は、指名選挙で行うことに決定しました。 

         お諮りいたします。 

         指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

戸坂 忠寸計議長 異議なしと認めます。 

          よって、議長が指名することに決定しました。 

          石川県後期高齢者医療広域連合議会議員に、私、戸坂忠寸計を指名

いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま、私、戸坂忠寸計を石川県後期高齢者医療広域連合議会 

議員の当選人と定めることに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

戸坂 忠寸計議長 異議なしと認めます。 

 よって、ただいまの選挙の結果、私、戸坂忠寸計が石川県後期高齢者

医療広域連合議会議員に当選しました。 
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    日程第４．発議第１号 （提案理由説明、質疑、委員会付託、討論、採決） 

戸坂 忠寸計議長 続いて、「議会中継調査特別委員会設置に関する決議」を議題としま

す。 

本日、松浦 恒義君ほか、５名からお手元に配布のとおり、「議会中

継調査特別委員会設置に関する決議」が提出されました。 

 

（質疑・委員会付託・討論） 

戸坂 忠寸計議長 お諮りいたします。 

本件は、事理明白につき、この際、説明、質疑、委員会付託及び討論

を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

戸坂 忠寸計議長 ご異議なしと認めます。 

よって、以上のとおり決しました。 

 

（ 採  決 ） 

戸坂 忠寸計議長 これより、本件を採決いたします。 

本決議のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

戸坂 忠寸計議長 ご異議なしと認めます。 

議会中継調査特別委員会設置に関する決議は、可決されました。 

ここで暫時、休憩をします。 

（休  憩）             （午後 ２時５７分） 

（再  開）    （午後 ３時 ７分 出席議員 １８名） 

 

戸坂 忠寸計議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

         休憩中、議会中継調査特別委員会において、正副委員長の互選が行わ

れ、その結果が議長の手元に参っておりますので、この際、ご報告いた

します。 
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         議会中継調査特別委員長に、松浦 恒義 君、 

         同副委員長に、林  一夫 君、 

以上のとおり選任された旨、報告がありました。 

戸坂 忠寸計議長 次に、町長提出案件の追加についてお諮りいたします。 

         休憩中、細川町長から、６件の追加議案が提出されました。 

         これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。 

         これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

戸坂 忠寸計議長 異議なしと認めます。 

したがって、６件の追加議案を日程に追加し、直ちに議題とすること

に決定しました。 

 

追加日程１．町長提出 同意１号及び議案第７１号ないし議案第７５号  

（提案理由説明、質疑、委員会付託、討論、採決） 

戸坂 忠寸計議長 追加日程に入り、町長提出 同意第１号「監査委員の選任について」

及び議案第７１号 工事請負契約の締結について「平成２１年度領家漁

港第２防波堤改良工事」ないし議案第７５号 工事請負契約の締結につ

いて「平成２１年度公共下水道事業管路工事（東増穂３工区）」に対す

る提案理由の説明を求めます。 

細川町長。 

細川 義雄町長 はい、議長。 

６月３日に提出いたしました案件に追加して、本日提案することをお認

めいただきました議案６件について、その概要をご説明申し上げます。 

まず、同意第１号、志賀町監査委員の選任については、平成２１年６月

８日に 辻 武美監査委員 から退職願が提出され、欠員となっておりま

す志賀町監査委員に 小田 芳治氏 を新たに選任するにあたり、議会の

同意を求めるものであります。 

議案第７１号、工事請負契約の締結については、富来領家町の領家漁港

第２防波堤の改良工事で、異形ブロック２６４個を製作し、４４ｍに渡り

据え付けるもので、石田工業株式会社 代表取締役 辻口 光政 と７，
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８００万４，５００円で請負契約を締結するものであります。 

議案第７２号、工事請負契約の締結については、末吉地内で実施する公

共下水道事業管路工事の内、中央末吉１工区７６０ｍの管路布設及びその

関連工事を実施するもので、南建設株式会社 代表取締役 北 省一 と

７，０２８万５，９５０円で請負契約を締結するものであります。 

議案第７３号、工事請負契約の締結については、これも末吉地内で実施

する公共下水道事業管路工事の内、中央末吉２工区１，１７５．５ｍにわ

たり管路布設及びその関連工事を実施するもので、西村建設株式会社 代

表取締役 西村 正宏 と５，００８万７，１００円で請負契約を締結す

るものであります。 

議案第７４号、工事請負契約の締結については、大島地内で実施する公

共下水道事業管路工事の内、中央８１工区６０３．２ｍの管路布設及びそ

の関連工事を実施するもので、松谷建設株式会社 代表取締役 社長  

小山 昌男 と７，５７２万７５０円で請負契約を締結するものでありま

す。 

議案第７５号、工事請負契約の締結についは、里本江地内で実施する公

共下水道事業管路工事の内、東増穂３工区８５１．４ｍの管路布設及びそ

の関連工事を実施するもので、寺井建設株式会社 代表取締役 寺井 裕

と４，７１５万５,５００円で請負契約を締結するものであります。 

以上、追加議案についての概要説明を終わらせていただきますが、議員

の皆様におかれましては、何とぞ慎重なるご審議のうえ、適切なるご決議

を賜りますようお願い申し上げます。 

 

戸坂 忠寸計議長 説明を終わります。 

まず、町長提出 同意第１号「監査委員の選任について」を議題とい

たします。 

地方自治法第１１７条の規定により、小田 芳治 君の退席を求めま 

す。 

（小田 芳治議員 退席）           （午後 ３時１２分） 
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（質疑・委員会付託・討論） 

戸坂 忠寸計議長 お諮りします。 

本件は人事案件につき、この際、質疑、委員会付託及び討論を省略し、

直ちに採決いたしたいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

戸坂 忠寸計議長 異議なしと認めます。 

         よって、本件は、直ちに採決することに決定しました。 

         

（ 採  決 ） 

戸坂 忠寸計議長 これより本件を採決いたします。 

         本件は、同意することに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

戸坂 忠寸計議長 異議なしと認めます。 

よって、本件は同意することに決定しました。 

 ここで、小田 芳治 君の入場を求めます。 

（小田 芳治議員 入場）           （午後 ３時１３分） 

 

（ 質  議 ） 

戸坂 忠寸計議長 次に、町長提出議案第７１号 工事請負契約の締結について 

「平成２１年度領家漁港第二防波堤改良工事」ないし議案第７５号 工

事請負契約の締結について「平成２１年度公共下水道事業管路工事（東

増穂３工区）」に対する質疑を許します。 

（発言なし） 

戸坂 忠寸計議長 ご発言がありませんので、質疑なしと認めます。 

  

（委員会付託） 

戸坂 忠寸計議長 お諮りいたします。 

各案につきましては、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会

付託を省略いたしたいと思います。 
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これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

戸坂 忠寸計議長 異議なしと認めます。 

よって、委員会付託は省略することに決定しました。      

 

（ 討  論 ） 

戸坂 忠寸計議長 これから、各案に対する討論に入ります。 

         （発言なし） 

         ご発言がありませんので、討論なしと認めます。 

      

（ 採  決 ） 

戸坂 忠寸計議長 これより、採決いたします。 

まず、町長提出議案第７１号 工事請負契約の締結について 

「平成２１年度領家漁港第２防波堤改良工事」を採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに、賛成の諸君の起立を求めます。

(起立 １７名) 

戸坂 忠寸計議長 起立全員。よって、本案は原案のとおり、可決されました。 

次に、町長提出議案第７２号 工事請負契約の締結について 

「平成２１年度公共下水道事業管路工事（中央末吉１工区）」を 

採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに、賛成の諸君の起立を求めます。

(起立 １７名) 

戸坂 忠寸計議長 起立全員。よって、本案は原案のとおり、可決されました。 

続いて、町長提出議案第７３号 工事請負契約の締結について 

「平成２１年度公共下水道事業管路工事（中央末吉２工区）」を 

採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに、賛成諸君の起立を求めます。

(起立 １７名) 

戸坂 忠寸計議長 起立全員。よって、本案は原案のとおり、可決されました。 

次に、町長提出議案第７４号 工事請負契約の締結について 
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「平成２１年度公共下水道事業管路工事（中央８１工区）」を 

採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに、賛成諸君の起立を求めます。

(起立 １７名) 

戸坂 忠寸計議長 起立全員。よって、本案は原案のとおり、可決されました。 

続いて、町長提出議案第７５号 工事請負契約の締結について 

「平成２１年度公共下水道事業管路工事（東増穂３工区）」を 

採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに、賛成諸君の起立を求めます。 

(起立 １７名) 

戸坂 忠寸計議長 起立全員。よって、本案は原案のとおり、可決されました。 

 

日程第５．各常任委員会及び議会運営委員会所管事務調査事項の 

閉会中の継続審査の件 

戸坂 忠寸計議長 次に、各常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長から、お手元に

配布のとおり、所管事務調査閉会中の継続審査の申し出がありましたの

で、これを議題といたします。 

お諮りいたします。 

各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査にすることにご異議

ありませんか。 

 （異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

戸坂 忠寸計議長 異議なしと認めます。 

         よって、以上のとおり決しました。 

       

（ 閉 議 ・ 閉 会 ） 

戸坂 忠寸計議長 以上をもちまして、今定例会の議事すべてを終了いたしました。 

 平成２１年第２回志賀町議会定例会は、本日をもって閉会いたします。 

 

（午後 ３時１８分 閉会） 
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議 長 報 告 

 

１．議長報告第２０号 

閉会中継続審査について 

①議会運営委員会委員長 

②産業建設常任委員会委員長 

  ③総務常任委員会委員長 

④教育民生常任委員会委員長 

 

２．議長報告第２１号 

 委員会審査報告 

①総務常任委員会委員長 

②産業建設常任委員会委員長 

③教育民生常任委員会委員長 
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 －１９－ 

地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

 

志賀町議会議長 
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